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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒体内に、可撓性の仕切り用ベルトを巻着したリールを軸着すると共に、該リールには
仕切り用ベルトを筒体内に巻き込む方向に付勢する渦巻ばねを装着し、且つ筒体に設けた
引き出し溝より突出している仕切り用ベルトの先端に係合部を設け、この係合部を別の筒
体に設けた支持部か、壁に固定した支持部に係止させるベルトパーティションにおいて、
前記筒体の一側に引き出し溝を有する可動体を上下動可能に付設し、該可動体の内側面よ
りリールの外周に対向するストッパーを突設し、リールの外周には可動体の上下動により
ストッパーに係脱する突起を設けたことを特徴としたベルトパーティション。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筒体内の仕切り用ベルトを引き出し、その先端を係止することにより、歩行
者の通行を阻止するとか、歩行者を所定箇所に誘導するベルトパーティションに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　複数のポールを所定の間隔を保って樹立し、各ポール上に固定した筒体内から布帛のよ
うな可撓性の仕切り用ベルトを渦巻ばねの力に抗して引き出し、その先端に設けた係合部
を、別のポール上の筒体に設けた支持部に係止させることにより、広い場所を仕切るとか



(2) JP 5283554 B2 2013.9.4

10

20

30

40

50

、歩行者の誘導路を形成するためのベルトパーティションが開示されている（例えば実開
昭６３－１３６０１０号公報、特開２００６－１１８３２１号公報）。
【０００３】
　また上記特開２００６－１１８３２１号公報には、通路の一側の壁に固定した筒体の引
き出し溝から仕切り用ベルトを渦巻ばねの力に抗して引き出し、その先端に設けた係合部
を、通路の他側の壁に固定した支持部に係止させることにより、通路を遮断するベルトパ
ーティションも開示されている。
【０００４】
　この種のベルトパーティションは、通路に張設された仕切り用ベルトが強風に煽られて
筒体から長く引き出され、大きく揺れて支持部から係止部が脱落したり、引き出された仕
切り用ベルトがばねの力で筒体内に引き戻される際に捻れを生じ、その捻れ部分が引き出
し溝に食込んでリールの回転が阻止され、仕切り用ベルトが長く垂れ下がった状態になる
ことがあった。また子供が誤って支持部から係合部を離脱するようなことがあると、仕切
り用ベルトは渦巻ばねの力により激しく揺動しながら筒体内に引き込まれるが、そのとき
跳ねた硬質の係合部が顔面等に当り、怪我をするおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開昭６３－１３６０１０号公報
【特許文献２】特開２００６－１１８３２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、使用中に仕切り用ベルトが強風を受けて長く引き出
されたり、子供が誤って係合部を支持部から離脱して怪我をすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るベルトパーティションは上記課題を解決するために、筒体内に、可撓性の
仕切り用ベルトを巻着したリールを軸着すると共に、該リールには仕切り用ベルトを筒体
内に巻き込む方向に付勢する渦巻ばねを装着し、且つ筒体に設けた引き出し溝より突出し
た仕切り用ベルトの先端に係合部を設け、この係合部を別の筒体に設けた支持部か、壁に
固定した支持部に係止させるベルトパーティションにおいて、前記筒体の一側に引き出し
溝を有する可動体を上下動可能に付設し、該可動体の内側面よりリールの外周に対向する
ストッパーを突設し、リールの外周には可動体の上下動によりストッパーに係脱する突起
を設けたことを特徴としている。
【０００８】
　このベルトパーティションは、ポールに固定した筒体より仕切り用ベルトを引き出し、
先端の係合部を別のベルトパーティションの支持部に係止させるか、通路の一方の壁に固
定した筒体より仕切り用ベルトを引き出し、先端の係合部を通路の他方の壁に設けた支持
部に係止させた後、可動体を上昇又は下降させてストッパーを突起の水平位置に合致させ
、ストッパーに突起を係合させてリールの回転を停止するときは、張設された仕切り用ベ
ルトは強風により伸縮することがなく、また万一係合部が支持部から離脱することがあっ
ても、仕切り用ベルトが筒体に引き込まれることがない。
【０００９】
　可動体を上記とは逆に操作してストッパーを突起の水平位置から離隔させるときは、リ
ールの回転停止状態は解除され、仕切り用テープは渦巻ばねの収縮力により筒体内に巻き
込まれるのである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る請求項１のベルトパーティションは、可動体を操作してストッパーを突起
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に係合させるときは、リールの回転は確実に停止するため、使用中の仕切り用ベルトが強
風に煽られて伸縮したり、歩行者が触れて伸縮したりすることがなく、強風により係合部
が支持部から脱落することもない。また子供が誤って係合部を支持部から取り外すること
があっても、係合部の跳ね返りを生ずることがないので、怪我をすることがない。更に、
仕切り用ベルトを摩擦力等により伸張を阻止するものではないので、仕切り用ベルトが布
帛のような可撓性であっても、これを損傷することがない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係るベルトパーティションの実施の形態を示す縦断面図である。
【図２】図１に示すＡ－Ａ断面図である。
【図３】図１に示すＢ－Ｂ断面図である。
【図４】可動体の凸部が底蓋の凹部に係合した状態を示す横断面図である。
【図５】可動体を上昇させ状態を示す縦断面図である。
【図６】図５に示すＣ－Ｃ断面図である。
【図７】本発明に係るベルトパーティションの別の実施の形態を示す縦断面図である。
【図８】図７に示すＤ－Ｄ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　ベルトパーティションには、地上等に間隔を置いて配置した複数のポールに固定するタ
イプと、建物の壁等に固定するタイプがあるが、本発明のベルトパーティションはこの両
者に共通するものである。
【実施例１】
【００１３】
　図１～図６はポール等に固定する場合であり、符号１は硬質プラスチックにより逆Ｕ字
形に成型した筒体であり、下端開口部にポール２への取り付けを兼ねた底蓋３を嵌着して
いる。この底蓋３もプラスチック製であり、その中央に設けた軸受け４に固定軸５を挿入
し、その上端を筒体１の上端下面に螺合させている。上記固定軸５の外周には、プラスチ
ック製のリール６を回転自在に嵌合し、このリール６に、例えばプラスチックでコーティ
ングした布帛のような可撓性材料の仕切り用ベルト７を巻着し、筒体１より外側に突出さ
せた仕切り用ベルト７の先端にはプラスチック製の係合部８を固定している。またリール
６の下部と底蓋３との間に形成された空室９内には、仕切り用ベルト７を巻き取る方向に
付勢する渦巻ばね１０を配設し、その内端を底蓋３の軸受け４に、外端をリール６に固定
している。
【００１４】
　符号１１は筒体１の一側に付設した可動体であり、内側の左右に設けた縦溝１２を筒体
１の一側に設けた上下に長い切欠きの左右両縁部１３に上下にスライドし得るように嵌合
している。この可動体１１は外側に係合部８の保持部１４を設け、中央に仕切り用ベルト
７の引き出し溝１５を縦長に形成している。また可動体１１の下部にはリール６の下部外
周に向けてストッパー１６を突設し、リール６の下部外周には可動体１１を上昇させた際
に、ストッパー１６に係合する突起１７を設けている。反対に可動体１１を下降するとス
トッパー１６に突起１７が係合し、上昇するとストッパー１６から突起１７が離脱するよ
うに形成することもある。
【００１５】
　更に可動体１１の下端には、図４に示すように凸部１８を設け、可動体１１の下降時に
、底蓋３に設けた凹部１９に係合して安定し、上昇時に凹部１９より脱出して底蓋３上に
係合し、上昇状態が維持されるように形成している。
【００１６】
　符号２０は筒体１の他側に、筒状に形成した係合部８の支持部であり、上端に係合部８
の挿入口２１を、外側には上端より下部に亘って仕切り用ベルト７の挿入溝２２を形成し
ている。
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【００１７】
　上記実施例におけるベルトパーティションは、間隔を置いて樹立したポール２の上端に
夫々筒体１の底蓋３を嵌着し、仕切り用ベルト７を渦巻ばね８の力に抗して筒体１から引
き出して係合部８を別の筒体１における支持部２０に挿入し、係止させた後、可動体１１
を上昇させると、ストッパー１６が突起１７の水平位置と一致する。そのためポール２間
に張設された仕切り用ベルト７が押されると、図５及び図６に示すように、ストッパー１
６に突起１７が衝突し、リール６は確実に停止する。従って、広場とか路上に緩みを生ず
ることのない仕切りが形成される。またこの状態において、子供が誤って係合部８を支持
部２０から外すことがあっても、仕切り用ベルト７は伸びたままであり、係合部８の跳ね
返りがないので、怪我をするようなことはない。
【００１８】
　使用後に、係合部８を支持部２０から外し、可動体１１を下降させてストッパー１６を
突起１７から離脱すると、リール６は回転し、仕切り用ベルト７の巻き込みが行われる。
尚、仕切り用ベルト７の引き込み停止手段は、リール６自体を摩擦力等により停止するも
のではないので、布帛等のベルトを損傷することがない。
【実施例２】
【００１９】
　次に図７、図８は筒体を建物等の通路に使用する場合であり、前記実施例における筒体
１の支持部２０に替え、通路の一方の壁２３等に固定するための取付け部２４を設けてい
る。その他の構成は前記実施例と同様のため各部の符号の説明は省略する。尚この場合の
筒体１は実施例１と同様の底蓋３を使用しているので、壁２３に沿って樹立したポール２
に固定することも可能である。
【００２０】
　上記実施例におけるベルトパーティションは、建物における一方の壁２３に取付け板２
４を用いて筒体１を固定し、仕切り用ベルト７を渦巻ばね１０の力に抗して筒体１から引
き出し、建物の他方の壁に固定した支持部（図示せず）に係合部８を支持させた後、実施
例１と同様に、可動体１１を上昇させて、仕切り用ベルト７の伸縮を阻止する。使用後は
係合部８を支持部から外し、可動体１１を下降させると、仕切り用ベルト７の巻き取りが
行われる。
【産業上の利用可能性】
【００２１】
　イベント会場とか、教室内を仕切ったり、蛇行する通路を形成したり、またスーパーマ
ーケットのレジ通路を一時的に遮断するのに適切であり、多いに役立つものである。
【符号の説明】
【００２２】
　　　　１　　　　筒　体
　　　　２　　　　ポール
　　　　３　　　　底　蓋
　　　　４　　　　軸受け
　　　　５　　　　固定軸
　　　　６　　　　リール
　　　　７　　　　仕切り用ベルト
　　　　８　　　　係合部
　　　　１０　　　渦巻ばね
　　　　１１　　　可動体
　　　　１５　　　引き出し溝
　　　　１６　　　ストッパー
　　　　１７　　　突　起
　　　　２０　　　係合部の支持部
　　　　２３　　　壁
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　　　　２４　　　取付け部
 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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